
あなたと共に“地域”と

“未来”をつくる。
公益財団法人鹿児島県地域振興公社 

（鹿児島県農地バンク） 

℡099-223-0223（農地部直通） 

① 時 期：令和6年４月～10月

② 開催農委：鹿児島市，指宿市，霧島市，湧水町，肝付町，曽於市，

大崎町，龍郷町，和泊町，知名町，熊毛地区，大島地区

③ 対 象 者 ： 農業委員，最適化推進委員，農委事務局職員等

④ 内 容

・農地バンク事業（貸借・売買など）の概要

・促進計画の手続き

・管理事務状況 など

⑤ 委員から出された主な意見

・バンクの貸借は物納の取扱いをやめてほしい。

・新規就農者に農地と機械を一括で貸せるような仕組みにしてほしい。 など

農地バンク事業は制度創設から10年が経過し，当農地バンクの貸借面積は

累計で18,000ヘクタールを超えるなど着実に拡大し，担い手農家への農地

集積や地域農業の維持・発展に寄与してきたものと考えております。

しかし，農業者の減少や耕作放棄地の拡大が進行しており，このままでは皆さんが守ってこ

られた農地を将来に引き継げなくなってしまうかもしれません。

農地は，食料の生産基盤であると同時に，自然環境の保全など多面的な機能を有する地域の

大切な財産です。この農地を守るため，現在，県内各地で将来の農地利用の姿を示した「地域

計画（目標地図）」の作成が進められています。地域計画策定後の農地の貸借は，この計画を

基本に進められることとなっており，農地バンクでも地域計画作成の話し合いに参画するなど，

農地を守り，地域農業・農村の維持・発展につながるよう活動しているところです。

引き続き，農地バンク事業へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

市町村等担当者へのお願い

農地バンクでは，事業に必要な事務手続きをまとめた「農地

中間管理事業事務手続きマニュアル」を作成しています。

マニュアルは随時更新を行い，最新版は，農地バンクのホームページ

「市町村等担当者ページ」に掲載していますので，手続きに迷ったら，ま

ずはマニュアルをご確認ください。



①経営品目・面積（うち，バンク活用面積） ②経営農地がある市町村 ③農地バンクを利用して
の感想 ④賃料に対する考え ⑤今後の経営の意向 ⑥農地制度に対する要望等

① WCS 39ha，大麦若葉 9ha，水稲 0.8h （3.2ha）
農作業受託： WCS刈取 70ha，水稲収穫13ha，

航空防除 延べ900ha（ラジコンヘリ）
② 日置市，鹿児島市
③ 相続未登記農地等手続きを簡略化してほしい。
④ 賃料を安くしてほしい。
⑤ 規模拡大を考えている。（故郷川内方面も考慮）
⑥ 簡易に基盤整備ができるようにしてほしい。

① 水稲 ５ｈａ，ＷＣＳ・飼料作 95ｈａ（3.4ｈａ）
② 伊佐市
③ 賃料の支払いが楽になった。
④ 現在の賃料は高いと感じる。今後は，受け手が少なくなる
ことから賃料は安くなると思う。

⑤ 今年，少し減らしたので，今後は現状維持に努めたい。
⑥ リタイアする農家が増える中，新規就農者を組織化し，機

械の共同利用や農地集積を図る支援が必要である。

にれい

事業管理係 仁禮（担当業務：契約変更手続き）

あげのその

事業管理係 上之園（担当業務：農地売買等事業）

ふくどめ

事業推進係 福留（担当地区：北薩，姶良・伊佐，熊毛）

① さつまいも 10ｈａ，柑橘類 5ｈａ，ブロッコリー
1ha,  水耕ハウス 2棟 など （19.4ha）

② 阿久根市
③ 賃料の支払いは楽になった。手続きには時間が掛かる。
④ 現在の賃料はちょうど良いが，今後は安くなると思う。
⑤ 借地による規模拡大の意向である。
⑥ 農地所有適格法人になる要件の見直しをしてほしい。

農地バンクでは，担い手が抱える問題や要望をお聞きし，当事業に活かすため
に担い手訪問を実施しています。


